
電動キックボードに乗ろう
ルールを守って

令和５年７月１日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、
特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

check � 保安基準に適合していますか？

【自賠責保険（共済）の詳細はこちら】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/index.html

通常の原付よりも小型化！▶

自賠責保険（共済）

※要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和５年
　７月１日以 降 も、引 き 続 き そ の 車 両 区 分（一 般 原 動 機 付
　自転車又は自動車）に応じた法令の規定が適用されます。

・基準を満たしていない場合は公道を走れません。
・基準適合を確認したものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。

check � ナンバープレートは取り付けていますか？
・所有者は、市区町村へ軽自動車税の申告をし、
　ナンバープレートを取り付けてください。

・手続の詳細については、申告先の市区町村に
　お尋ねください。

check � 自賠責保険（共済）に加入していますか？
・所有者は、加入時に配布されるステッカーを
　ナンバープレートに貼り付けてください。

・運行の際は加入時に配布される証明書を携行してください。

【性能等確認を受けた車両型式の情報等はこちら】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr�_������.html

【保安基準不適合車両を見つけた場合の情報提供窓口はこちら】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html

■シールの様式

車両型式情報 情報提供窓口

■主な基準項目

公道走行する前に確認を！

ヘッドライト
ウインカー

後部反射器

走行安定性

スピードリミッター

テールランプ、
ブレーキランプ

ブレーキ

クラクション

バッテリーの安全性

最高速度表示灯（緑色）※

※車道等では点灯、歩道では点滅

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/index.html


・基準を満たしていない場合は公道を走れません。
・基準を満たすものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。

主な交通ルール

年齢制限・飲酒運転禁止等

安全利用のために

【警察庁　ウェブサイト　特設ページ】
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

交通ルールを守りましょう！

交通ルールの詳細はこちら

※これらの特定小型原動機付自転車に関する新たな
　交通ルールが適用されるのは、令和５年７月１日からです。

車道通行の原則 通行場所（イメージ）�
原 則 、 車 道 を 通 行 し 、 信 号 を 守 ら な け れ ば な り ま せ ん

（ ※ 自転車道通行可）。また、原則、道路左側端を通行し、
右側を通行してはいけません。

�� 歳未満の運転は禁止されています。

交通事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

�

スマートフォン等を通話したり、その画面を
注視したりしながら運転してはいけません。

�

お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。

�

通行の禁止・一時停止すべき場所�
道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行
してはいけません。また、一時停止すべきとされている
ときは、停止線の直前（停止線がない場合は、交差点の
直前）で一時停止しなければなりません。

歩行者の優先�
歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前
で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

右左折の方法�
左 折 時 は、後 方 の 安 全 確 認 と ウ ィ ン カ ー で の 合 図 を 行
い、横 断 中 の 歩 行 者 の 通 行 を 妨 げ な い よ う に 注 意 し て、
道路の左端に沿って曲がらなければなりません。
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしな
ければなりません。

右折の方法（イメージ）

標識（例）

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html


○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
免
許

第
六
章

自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
免
許

第
一
節
～
第
八
節

（
略
）

第
一
節
～
第
八
節

（
略
）

第
六
章
の
二
・
第
六
章
の
三

（
略
）

第
六
章
の
二
・
第
六
章
の
三

（
略
）

第
六
章
の
四

交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資
す
る
た
め
の
民
間
の
組
織
活
動
等
の
促

第
六
章
の
四

交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資
す
る
た
め
の
民
間
の
組
織
活
動
等
の
促

進
（
第
百
八
条
の
二
十
六
―
第
百
八
条
の
三
十
二
の
四
）

進
（
第
百
八
条
の
二
十
六
―
第
百
八
条
の
三
十
二
の
三
）

第
七
章
～
第
九
章

（
略
）

第
七
章
～
第
九
章

（
略
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

原
動
機
付
自
転
車

原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な

十

原
動
機
付
自
転
車

内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
総
排
気
量
又
は
定

い
で
運
転
す
る
車
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
軽
車
両
、
移
動
用
小

格
出
力
を
有
す
る
原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で

型
車
、
身
体
障
害
者
用
の
車
、
遠
隔
操
作
型
小
型
車
及
び
歩
行
補
助
車
等
以
外

運
転
す
る
車
で
あ
つ
て
、
軽
車
両
、
移
動
用
小
型
車
、
身
体
障
害
者
用
の
車
、

の
も
の
を
い
う
。

遠
隔
操
作
型
小
型
車
及
び
歩
行
補
助
車
等
以
外
の
も
の
を
い
う
。

イ

内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
を
有
す
る

（
新
設
）

原
動
機
を
用
い
る
車
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）



ロ

車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
自
転
車
道
に
お
け
る
他
の
車
両
の
通
行
を
妨

（
新
設
）

げ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
運
転
に
関
し
高
い
技
能
を

要
し
な
い
も
の
で
あ
る
車
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も

の

十
一
～
二
十
三

（
略
）

十
一
～
二
十
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
通
行
区
分
）

（
通
行
区
分
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
歩
道
を
通
行
す
る
歩
行
者
等
は
、
普
通
自
転
車
通
行
指
定

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
歩
道
を
通
行
す
る
歩
行
者
等
は
、
第
六
十
三
条
の
四
第
二

部
分
（
第
六
十
三
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分
を
い

項
に
規
定
す
る
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
普
通
自
転
車

う
。
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
普
通
自

通
行
指
定
部
分
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
通
行
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

転
車
通
行
指
定
部
分
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
通
行
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

い
。

ら
な
い
。

（
通
行
区
分
）

（
通
行
区
分
）

第
十
七
条

車
両
は
、
歩
道
又
は
路
側
帯
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い

第
十
七
条

車
両
は
、
歩
道
又
は
路
側
帯
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
歩
道
等
」
と

て
「
歩
道
等
」
と
い
う
。
）
と
車
道
の
区
別
の
あ
る
道
路
に
お
い
て
は
、
車
道
を

い
う
。
）
と
車
道
の
区
別
の
あ
る
道
路
に
お
い
て
は
、
車
道
を
通
行
し
な
け
れ
ば

通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
外
の
施
設
又
は
場
所
に
出
入
す
る

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
外
の
施
設
又
は
場
所
に
出
入
す
る
た
め
や
む
を
得
な

た
め
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
歩
道
等
を
横
断
す
る
と
き
、
又
は
第
四
十
七

い
場
合
に
お
い
て
歩
道
等
を
横
断
す
る
と
き
、
又
は
第
四
十
七
条
第
三
項
若
し
く

条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
歩
道
等
で
停
車
し
、
若
し
く
は

は
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
歩
道
等
で
停
車
し
、
若
し
く
は
駐
車
す
る
た
め
必

駐
車
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
歩
道
等
を
通
行
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

要
な
限
度
に
お
い
て
歩
道
等
を
通
行
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。



２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
原
動
機
付
自
転
車
の
う
ち
第
二
条
第
一
項
第
十

３

二
輪
又
は
三
輪
の
自
転
車
そ
の
他
車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
自
転
車
道
に
お

号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
二
輪
又
は
三
輪
の
自
転
車
そ

け
る
他
の
車
両
の
通
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

の
他
車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
自
転
車
道
に
お
け
る
他
の
車
両
の
通
行
を
妨
げ

る
基
準
に
該
当
す
る
車
両
（
こ
れ
ら
の
車
両
で
側
車
付
き
の
も
の
及
び
他
の
車
両

る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
車
両
（
こ

を
牽
引
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
車
両
は
、
自
転
車
道
を
通
行
し
て
は

け
ん

れ
ら
の
車
両
で
側
車
付
き
の
も
の
及
び
他
の
車
両
を
牽
引
し
て
い
る
も
の
を
除
く

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
外
の
施
設
又
は
場
所
に
出
入
す
る
た
め
や
む
を
得
な

け
ん

。
）
以
外
の
車
両
は
、
自
転
車
道
を
通
行
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
外

い
と
き
は
、
自
転
車
道
を
横
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
施
設
又
は
場
所
に
出
入
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
自
転
車
道
を
横
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
歩
道
通
行
）

第
十
七
条
の
二

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

（
新
設
）

該
当
す
る
も
の
で
、
他
の
車
両
を
牽
引
し
て
い
な
い
も
の
（
遠
隔
操
作
に
よ
り
通

け
ん

行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特

例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
が
歩
道
を
通
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
警
察
官
等
が
歩
行
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
て
当
該
歩
道
を
通
行
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
指
示
し
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一

歩
道
等
を
通
行
す
る
間
、
当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
が
歩
道
等
を
通

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り



表
示
し
て
い
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
車
体
の
構
造
上

、
歩
道
等
に
お
け
る
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
な
い
速
度
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
速
度
を
超
え
る
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三

前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
車
体
の
構
造
が
歩
道
等
に
お
け
る
歩
行

者
の
通
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
は
、
当
該
歩
道
の

中
央
か
ら
車
道
寄
り
の
部
分
（
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分
）
を
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
特
例
特

定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
進
行
が
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
と
き

は
、
一
時
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分

に
つ
い
て
は
、
当
該
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分
を
通
行
し
、
又
は
通
行
し
よ
う

と
す
る
歩
行
者
が
な
い
と
き
は
、
歩
道
の
状
況
に
応
じ
た
安
全
な
速
度
と
方
法
で

進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則

第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
八
号
）

（
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
の
路
側
帯
通
行
）

（
軽
車
両
の
路
側
帯
通
行
）

第
十
七
条
の
三

特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
は
、
第
十
七
条
第

第
十
七
条
の
二

軽
車
両
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
著
し
く
歩
行

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
著
し
く
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
場

者
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
き
、
道
路
の
左
側
部
分
に
設
け
ら
れ

合
を
除
き
、
道
路
の
左
側
部
分
に
設
け
ら
れ
た
路
側
帯
（
特
例
特
定
小
型
原
動
機

た
路
側
帯
（
軽
車
両
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
を
表
示
す
る
道
路
標
示
に
よ
つ
て

付
自
転
車
及
び
軽
車
両
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
を
表
示
す
る
道
路
標
示
に
よ
つ

区
画
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
区
画
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
は
、

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
軽
車
両
は
、
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
な
い
よ
う
な
速

歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
な
い
よ
う
な
速
度
と
方
法
で
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

度
と
方
法
で
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
左
側
寄
り
通
行
等
）

（
左
側
寄
り
通
行
等
）

第
十
八
条

車
両
（
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
を
除
く
。
）
は
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た

第
十
八
条

車
両
（
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
を
除
く
。
）
は
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た

道
路
を
通
行
す
る
場
合
を
除
き
、
自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
原
動
機

道
路
を
通
行
す
る
場
合
を
除
き
、
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
に
あ
つ
て
は
道

付
自
転
車
の
う
ち
第
二
条
第
一
項
第
十
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

路
の
左
側
に
寄
つ
て
、
軽
車
両
に
あ
つ
て
は
道
路
の
左
側
端
に
寄
つ
て
、
そ
れ
ぞ

じ
。
）
に
あ
つ
て
は
道
路
の
左
側
に
寄
つ
て
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び

れ
当
該
道
路
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
追
越
し
を
す
る
と
き
、

軽
車
両
（
以
下
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
道

第
二
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に

路
の
左
側
端
に
寄
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
道
路
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
道
路
の
中
央
若
し
く
は
右
側
端
に
寄
る
と
き
、
又
は
道
路
の
状
況
そ
の
他
の

た
だ
し
、
追
越
し
を
す
る
と
き
、
第
二
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第

事
情
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
中
央
若
し
く
は
右
側
端
に
寄
る
と

き
、
又
は
道
路
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
道
路
外
に
出
る
場
合
の
方
法
）

（
道
路
外
に
出
る
場
合
の
方
法
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

車
両
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
及
び
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
を
除
く
。
）
は
、

２

車
両
（
軽
車
両
及
び
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
を
除
く
。
）
は
、
道
路
外
に
出
る
た
め
右

道
路
外
に
出
る
た
め
右
折
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り

折
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
中
央
（
当
該
道

道
路
の
中
央
（
当
該
道
路
が
一
方
通
行
と
な
つ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
道
路
の
右

路
が
一
方
通
行
と
な
つ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
道
路
の
右
側
端
）
に
寄
り
、
か
つ



側
端
）
に
寄
り
、
か
つ
、
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
追
越
し
を
禁
止
す
る
場
所
）

（
追
越
し
を
禁
止
す
る
場
所
）

第
三
十
条

車
両
は
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
追
越
し
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部

第
三
十
条

車
両
は
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
追
越
し
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部

分
及
び
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
道
路
の
部
分
に
お
い
て
は
、
他
の
車
両
（
特
定
小

分
及
び
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
道
路
の
部
分
に
お
い
て
は
、
他
の
車
両
（
軽
車
両

型
原
動
機
付
自
転
車
等
を
除
く
。
）
を
追
い
越
す
た
め
、
進
路
を
変
更
し
、
又
は

を
除
く
。
）
を
追
い
越
す
た
め
、
進
路
を
変
更
し
、
又
は
前
車
の
側
方
を
通
過
し

前
車
の
側
方
を
通
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

一

道
路
の
曲
が
り
角
付
近
、
上
り
坂
の
頂
上
付
近
又
は
勾
配
の
急
な
下
り
坂

一

道
路
の
ま
が
り
か
ど
附
近
、
上
り
坂
の
頂
上
附
近
又
は
勾
配
の
急
な
下
り
坂

こ
う

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
左
折
又
は
右
折
）

（
左
折
又
は
右
折
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

自
動
車
、
一
般
原
動
機
付
自
転
車
又
は
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
は
、
右
折
す
る
と
き
は

２

自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
は
、
右
折
す
る
と
き
は
、
あ

、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
中
央
に
寄
り
、
か
つ
、
交
差
点

ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
中
央
に
寄
り
、
か
つ
、
交
差
点
の
中

の
中
心
の
直
近
の
内
側
（
道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
べ
き
部
分
が
指
定
さ
れ
て

心
の
直
近
の
内
側
（
道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
べ
き
部
分
が
指
定
さ
れ
て
い
る

い
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
部
分
）
を
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
部
分
）
を
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
は
、
右
折
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前

３

軽
車
両
は
、
右
折
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路

か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
左
側
端
に
寄
り
、
か
つ
、
交
差
点
の
側
端
に
沿
つ
て
徐

の
左
側
端
に
寄
り
、
か
つ
、
交
差
点
の
側
端
に
沿
つ
て
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

４

自
動
車
、
一
般
原
動
機
付
自
転
車
又
は
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
は
、
一
方
通
行
と
な
つ

４

自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
は
、
一
方
通
行
と
な
つ
て
い

て
い
る
道
路
に
お
い
て
右
折
す
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ

る
道
路
に
お
い
て
右
折
す
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か



ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
右
側
端
に
寄
り
、
か
つ
、
交
差
点
の

じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
右
側
端
に
寄
り
、
か
つ
、
交
差
点
の
中
心

中
心
の
内
側
（
道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
べ
き
部
分
が
指
定
さ
れ
て
い
る
と
き

の
内
側
（
道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
べ
き
部
分
が
指
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
部
分
）
を
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
指
定
さ
れ
た
部
分
）
を
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

一
般
原
動
機
付
自
転
車
は
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路

５

原
動
機
付
自
転
車
は
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
標
識

標
識
等
に
よ
り
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る
交
差
点
に
お
け
る
一
般
原
動
機
付
自

等
に
よ
り
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る
交
差
点
に
お
け
る
原
動
機
付
自
転
車
の
右

転
車
の
右
折
に
つ
き
交
差
点
の
側
端
に
沿
つ
て
通
行
す
べ
き
こ
と
が
指
定
さ
れ
て

折
に
つ
き
交
差
点
の
側
端
に
沿
つ
て
通
行
す
べ
き
こ
と
が
指
定
さ
れ
て
い
る
道
路

い
る
道
路
及
び
道
路
の
左
側
部
分
（
一
方
通
行
と
な
つ
て
い
る
道
路
に
あ
つ
て
は

及
び
道
路
の
左
側
部
分
（
一
方
通
行
と
な
つ
て
い
る
道
路
に
あ
つ
て
は
、
道
路
）

、
道
路
）
に
車
両
通
行
帯
が
三
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
そ
の
他
の
道
路
（
以
下
こ

に
車
両
通
行
帯
が
三
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
そ
の
他
の
道
路
（
以
下
こ
の
項
に
お

の
項
に
お
い
て
「
多
通
行
帯
道
路
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
右
折
す
る
と
き
（
交

い
て
「
多
通
行
帯
道
路
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
右
折
す
る
と
き
（
交
通
整
理
の

通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る
交
差
点
に
お
い
て
右
折
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
あ

行
わ
れ
て
い
る
交
差
点
に
お
い
て
右
折
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め

ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
左
側
端
に
寄
り
、
か
つ
、
交
差
点
の

そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
左
側
端
に
寄
り
、
か
つ
、
交
差
点
の
側
端
に
沿

側
端
に
沿
つ
て
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
多
通
行
帯
道
路
に
お
い

つ
て
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
多
通
行
帯
道
路
に
お
い
て
、
交
通

て
、
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る
交
差
点
に
お
け
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
右

整
理
の
行
わ
れ
て
い
る
交
差
点
に
お
け
る
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
に
つ
き
あ
ら

折
に
つ
き
あ
ら
か
じ
め
道
路
の
中
央
又
は
右
側
端
に
寄
る
べ
き
こ
と
が
道
路
標
識

か
じ
め
道
路
の
中
央
又
は
右
側
端
に
寄
る
べ
き
こ
と
が
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定

等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
指
定
通
行
区
分
）

（
指
定
通
行
区
分
）

第
三
十
五
条

車
両
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
及
び
右
折
に
つ
き
一
般
原
動

第
三
十
五
条

車
両
（
軽
車
両
及
び
右
折
に
つ
き
原
動
機
付
自
転
車
が
前
条
第
五
項

機
付
自
転
車
が
前
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
交
差
点
に
お
い

本
文
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
交
差
点
に
お
い
て
左
折
又
は
右
折
を
す
る
原

て
左
折
又
は
右
折
を
す
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
除
く
。
）
は
、
車
両
通
行
帯

動
機
付
自
転
車
を
除
く
。
）
は
、
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
に
お
い
て
、

の
設
け
ら
れ
た
道
路
に
お
い
て
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
交
差
点
で
進
行
す
る
方
向

道
路
標
識
等
に
よ
り
交
差
点
で
進
行
す
る
方
向
に
関
す
る
通
行
の
区
分
が
指
定
さ

に
関
す
る
通
行
の
区
分
が
指
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及

れ
て
い
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず



び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
通
行
の
区
分
に
従
い
当
該
車
両
通
行
帯

、
当
該
通
行
の
区
分
に
従
い
当
該
車
両
通
行
帯
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
条
の
規
定
に
従
う
た
め
、
又

た
だ
し
、
第
四
十
条
の
規
定
に
従
う
た
め
、
又
は
道
路
の
損
壊
、
道
路
工
事
そ
の

は
道
路
の
損
壊
、
道
路
工
事
そ
の
他
の
障
害
の
た
め
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ

他
の
障
害
の
た
め
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
横
断
歩
道
等
に
お
け
る
歩
行
者
等
の
優
先
）

（
横
断
歩
道
等
に
お
け
る
歩
行
者
等
の
優
先
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

車
両
等
は
、
横
断
歩
道
等
及
び
そ
の
手
前
の
側
端
か
ら
前
に
三
十
メ
ー
ト
ル
以

３

車
両
等
は
、
横
断
歩
道
等
及
び
そ
の
手
前
の
側
端
か
ら
前
に
三
十
メ
ー
ト
ル
以

内
の
道
路
の
部
分
に
お
い
て
は
、
第
三
十
条
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
の

内
の
道
路
の
部
分
に
お
い
て
は
、
第
三
十
条
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
の

ほ
か
、
そ
の
前
方
を
進
行
し
て
い
る
他
の
車
両
等
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

ほ
か
、
そ
の
前
方
を
進
行
し
て
い
る
他
の
車
両
等
（
軽
車
両
を
除
く
。
）
の
側
方

等
を
除
く
。
）
の
側
方
を
通
過
し
て
そ
の
前
方
に
出
て
は
な
ら
な
い
。

を
通
過
し
て
そ
の
前
方
に
出
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
無
免
許
運
転
等
の
禁
止
）

（
無
免
許
運
転
等
の
禁
止
）

第
六
十
四
条

何
人
も
、
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
運
転

第
六
十
四
条

何
人
も
、
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
運
転

免
許
を
受
け
な
い
で
（
第
九
十
条
第
五
項
、
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項

免
許
を
受
け
な
い
で
（
第
九
十
条
第
五
項
、
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項

、
第
百
三
条
の
二
第
一
項
、
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は

、
第
百
三
条
の
二
第
一
項
、
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許
の

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許
の

効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
自
動
車
又
は
一
般
原
動
機
付
自
転

効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を

車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
自
動
車
又
は
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
運

２

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す



転
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
自
動
車
又
は
一
般
原
動
機
付
自

る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
提

転
車
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

供
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
自
動
車
（
道
路
運
送
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運

３

何
人
も
、
自
動
車
（
道
路
運
送
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
（
以
下
単
に
「
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
自

送
事
業
（
以
下
単
に
「
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
自

動
車
で
当
該
業
務
に
従
事
中
の
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
を
除
く
。

動
車
で
当
該
業
務
に
従
事
中
の
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
が
第
八

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
が
第
八
十
四

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
（
第

（
第
九
十
条
第
五
項
、
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
百
三
条
の
二
第

九
十
条
第
五
項
、
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
百
三
条
の
二
第
一
項

一
項
、
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
に
お
い

、
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て

用
す
る
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る

い
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
運
転
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
又

こ
と
を
含
む
。
）
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
運
転
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
又
は
原

は
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
自
己
を
運
送
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
又
は

動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
自
己
を
運
送
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て

依
頼
し
て
、
当
該
運
転
者
が
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運
転
す
る
自
動
車
又
は

、
当
該
運
転
者
が
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運
転
す
る
自
動
車
又
は
原
動
機
付

一
般
原
動
機
付
自
転
車
に
同
乗
し
て
は
な
ら
な
い
。

自
転
車
に
同
乗
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
十
六
歳
未
満
の
者
に
よ
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
等
の
禁
止
）

第
六
十
四
条
の
二

十
六
歳
未
満
の
者
は
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し

（
新
設
）

て
は
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す
る

こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
提
供
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号

第
二
項
に
つ
い

て
は
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
）



（
危
険
防
止
の
措
置
）

（
危
険
防
止
の
措
置
）

第
六
十
七
条

警
察
官
は
、
車
両
等
の
運
転
者
が
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五

第
六
十
七
条

警
察
官
は
、
車
両
等
の
運
転
者
が
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五

条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
一
条
の
四
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
第

条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
又
は
第

八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て

八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て

車
両
等
を
運
転
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
車
両
等
を
停
止
さ
せ
、
及
び

車
両
等
を
運
転
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
車
両
等
を
停
止
さ
せ
、
及
び

当
該
車
両
等
の
運
転
者
に
対
し
、
第
九
十
二
条
第
一
項
の
運
転
免
許
証
又
は
第
百

当
該
車
両
等
の
運
転
者
に
対
し
、
第
九
十
二
条
第
一
項
の
運
転
免
許
証
又
は
第
百

七
条
の
二
の
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
の
提
示
を
求
め
る
こ

七
条
の
二
の
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
の
提
示
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
警
察
官
は
、
車
両
等
の
運
転
者
が
車
両
等
の
運

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
警
察
官
は
、
車
両
等
の
運
転
者
が
車
両
等
の
運

転
に
関
し
こ
の
法
律
（
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
六

転
に
関
し
こ
の
法
律
（
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
六

条
、
第
七
十
一
条
の
四
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
八
十
五
条
第
五
項
か
ら

条
、
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
十
五
条
第
五
項
か
ら

第
七
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
ま
で
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く

第
七
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
ま
で
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く

命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
、
又
は
車
両

命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
、
又
は
車
両

等
の
交
通
に
よ
る
人
の
死
傷
若
し
く
は
物
の
損
壊
（
以
下
「
交
通
事
故
」
と
い
う

等
の
交
通
に
よ
る
人
の
死
傷
若
し
く
は
物
の
損
壊
（
以
下
「
交
通
事
故
」
と
い
う

。
）
を
起
こ
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
等
の
運
転
者
に
引
き
続
き
当
該
車

。
）
を
起
こ
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
等
の
運
転
者
に
引
き
続
き
当
該
車

両
等
を
運
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

両
等
を
運
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
車
両
等
の
運
転
者
に
対
し
、
第
九
十
二
条
第
一
項
の
運
転

認
め
る
と
き
は
、
当
該
車
両
等
の
運
転
者
に
対
し
、
第
九
十
二
条
第
一
項
の
運
転

免
許
証
又
は
第
百
七
条
の
二
の
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
の

免
許
証
又
は
第
百
七
条
の
二
の
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
の

提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
等
の
運
転
者
が
第
六
十
四
条
第
一
項
、

４

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
等
の
運
転
者
が
第
六
十
四
条
第
一
項
、

第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
一
条

第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま

の
四
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
第
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
（
第
二
号

で
又
は
第
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
に



を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
車
両
等
を
運
転
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

違
反
し
て
車
両
等
を
運
転
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
警
察
官
は
、
そ
の
者
が

は
、
警
察
官
は
、
そ
の
者
が
正
常
な
運
転
が
で
き
る
状
態
に
な
る
ま
で
車
両
等
の

正
常
な
運
転
が
で
き
る
状
態
に
な
る
ま
で
車
両
等
の
運
転
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨

運
転
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
指
示
す
る
等
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
防
止

を
指
示
す
る
等
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
応
急
の
措

す
る
た
め
必
要
な
応
急
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）

（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）

第
七
十
一
条

車
両
等
の
運
転
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
七
十
一
条

車
両
等
の
運
転
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
五
の
四

（
略
）

一
～
五
の
四

（
略
）

五
の
五

自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
自
動
車
等

五
の
五

自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
自
動
車
等

」
と
い
う
。
）
を
運
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
等
が
停
止
し
て

」
と
い
う
。
）
を
運
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
等
が
停
止
し
て

い
る
と
き
を
除
き
、
携
帯
電
話
用
装
置
、
自
動
車
電
話
用
装
置
そ
の
他
の
無
線

い
る
と
き
を
除
き
、
携
帯
電
話
用
装
置
、
自
動
車
電
話
用
装
置
そ
の
他
の
無
線

通
話
装
置
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
手
で
保
持
し
な
け
れ
ば
送
信
及
び
受
信
の

通
話
装
置
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
手
で
保
持
し
な
け
れ
ば
送
信
及
び
受
信
の

い
ず
れ
を
も
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四

い
ず
れ
を
も
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。
第
百
十
八
条
第
一
項
第
二

号
に
お
い
て
「
無
線
通
話
装
置
」
と
い
う
。
）
を
通
話
（
傷
病
者
の
救
護
又
は

号
に
お
い
て
「
無
線
通
話
装
置
」
と
い
う
。
）
を
通
話
（
傷
病
者
の
救
護
又
は

公
共
の
安
全
の
維
持
の
た
め
当
該
自
動
車
等
の
走
行
中
に
緊
急
や
む
を
得
ず
に

公
共
の
安
全
の
維
持
の
た
め
当
該
自
動
車
等
の
走
行
中
に
緊
急
や
む
を
得
ず
に

行
う
も
の
を
除
く
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
当
該

行
う
も
の
を
除
く
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
当
該

自
動
車
等
に
取
り
付
け
ら
れ
若
し
く
は
持
ち
込
ま
れ
た
画
像
表
示
用
装
置
（
道

自
動
車
等
に
取
り
付
け
ら
れ
若
し
く
は
持
ち
込
ま
れ
た
画
像
表
示
用
装
置
（
道

路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
若
し
く
は
第
十
七
号
又
は
第
四

路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
若
し
く
は
第
十
七
号
又
は
第
四

十
四
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
装
置
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第
百
十
八
条
第
一

十
四
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
装
置
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第
百
十
八
条
第
一

項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
表
示
さ
れ
た
画
像
を
注
視
し
な
い
こ
と
。

項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
表
示
さ
れ
た
画
像
を
注
視
し
な
い
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
罰
則

第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
五
号
の
三
、
第
五
号
の
四

（
罰
則

第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
五
号
の
三
、
第
五
号
の
四



及
び
第
六
号
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
号

第
二
号
、
第
二
号
の

及
び
第
六
号
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
号

第
二
号
、
第
二
号
の

三
及
び
第
三
号
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
五
号

第
五
号
の
五
に

三
及
び
第
三
号
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
五
号

第
五
号
の
五
に

つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
）

つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
）

（
大
型
自
動
二
輪
車
等
の
運
転
者
の
遵
守
事
項
）

（
大
型
自
動
二
輪
車
等
の
運
転
者
の
遵
守
事
項
）

第
七
十
一
条
の
四

（
略
）

第
七
十
一
条
の
四

（
略
）

２

一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
は
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
ら
な
い
で

２

原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
は
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
ら
な
い
で
原
動

一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
は
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
る
よ

（
新
設
）

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
８

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
罰
則

第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第

（
罰
則

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第

五
号
）

五
号
）

第
六
章

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
免
許

第
六
章

自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
免
許

（
運
転
免
許
）

（
運
転
免
許
）

第
八
十
四
条

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
自
動
車
等
」
と
い
う

第
八
十
四
条

自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）

。
）
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
安
委
員
会
の
運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」

を
運
転
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
安
委
員
会
の
運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い

と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
第
一
種
免
許
）

（
第
一
種
免
許
）

第
八
十
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
等
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
八
十
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
等
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
者
は
、



当
該
自
動
車
等
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
免
許

当
該
自
動
車
等
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
免
許

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
動
車
等
の
種
類

第
一
種
免
許
の
種
類

自
動
車
等
の
種
類

第
一
種
免
許
の
種
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
般
原
動
機
付
自
転
車

原
付
免
許

原
動
機
付
自
転
車

原
付
免
許

２

前
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
免
許
を
受
け
た
者
は
、
同
表
の
区
分
に
従

２

前
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
免
許
を
受
け
た
者
は
、
同
表
の
区
分
に
従

い
当
該
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

い
当
該
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

免
許
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
自
動
車
等
を
運

免
許
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
自
動
車
等
を
運

転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
等
の
種

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
等
の
種

第
一
種
免
許
の
種
類

第
一
種
免
許
の
種
類

類

類

中
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
、
普
通
自

中
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
、
普
通
自

大
型
免
許

動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
一
般
原
動

大
型
免
許

動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付

機
付
自
転
車

自
転
車

準
中
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、
小
型
特

準
中
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、
小
型
特

中
型
免
許

中
型
免
許

殊
自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車

殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車

普
通
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
一

普
通
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原

準
中
型
免
許

準
中
型
免
許

般
原
動
機
付
自
転
車

動
機
付
自
転
車

小
型
特
殊
自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自

小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車

普
通
免
許

普
通
免
許

転
車

小
型
特
殊
自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自

小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車

大
型
特
殊
免
許

大
型
特
殊
免
許

転
車

普
通
自
動
二
輪
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及

普
通
自
動
二
輪
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及

大
型
二
輪
免
許

大
型
二
輪
免
許

び
一
般
原
動
機
付
自
転
車

び
原
動
機
付
自
転
車



小
型
特
殊
自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自

小
型
特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車

普
通
二
輪
免
許

普
通
二
輪
免
許

転
車

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

12

12

（
罰
則

第
五
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
つ
い
て
は
第
百
十
八
条
第
一
項
第
五
号

（
罰
則

第
五
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
つ
い
て
は
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号

）

）

（
仮
免
許
）

（
仮
免
許
）

第
八
十
七
条

（
略
）

第
八
十
七
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
罰
則

第
二
項
後
段
に
つ
い
て
は
第
百
十
八
条
第
一
項
第
六
号

第
三
項
に

（
罰
則

第
二
項
後
段
に
つ
い
て
は
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号

第
三
項
に

つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
四
号
、
同
条
第
三
項
）

つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
四
号
、
同
条
第
三
項
）

（
免
許
の
効
力
の
仮
停
止
）

（
免
許
の
効
力
の
仮
停
止
）

第
百
三
条
の
二

免
許
を
受
け
た
者
が
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
次
の
各
号
の
い
ず

第
百
三
条
の
二

免
許
を
受
け
た
者
が
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
当
該
交
通
事
故
を
起
こ
し

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
当
該
交
通
事
故
を
起
こ
し

た
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
交
通
事
故
を
起
こ
し

た
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
交
通
事
故
を
起
こ
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
を
終
期
と
す
る
免
許
の
効
力
の
停
止

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
を
終
期
と
す
る
免
許
の
効
力
の
停
止

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
停
止
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
停
止
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第
百
十
七

二

第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第
百
十
七

条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
七
号
、
第
百
十
七
条
の
四

条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
七
号
、
第
百
十
七
条
の
四

第
一
項
第
二
号
又
は
第
百
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
違
反
行
為
を
し
、
よ
つ
て

第
一
項
第
二
号
又
は
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
違
反
行
為
を
し
、
よ
つ
て

交
通
事
故
を
起
こ
し
て
人
を
死
亡
さ
せ
、
又
は
傷
つ
け
た
と
き
。

交
通
事
故
を
起
こ
し
て
人
を
死
亡
さ
せ
、
又
は
傷
つ
け
た
と
き
。

三

（
略
）

三

（
略
）



２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
講
習
）

（
講
習
）

第
百
八
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

第
百
八
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
講
習
を
行
う
も
の
と
す
る
。

げ
る
講
習
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

原
付
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転

六

原
付
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
関

に
関
す
る
講
習

す
る
講
習

七
～
十
四

（
略
）

七
～
十
四

（
略
）

十
五

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
よ
る
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た

（
新
設
）

め
の
講
習

十
六

（
略
）

十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

公
安
委
員
会
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
に
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第

３

公
安
委
員
会
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
に
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第

九
号
ま
で
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十
六
号
に

九
号
ま
で
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
講
習

掲
げ
る
講
習
又
は
前
項
に
規
定
す
る
講
習
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
前
項
に
規
定
す
る
講
習
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
運
転
者
講
習
等
の
受
講
命
令
）

（
自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
命
令
）

第
百
八
条
の
三
の
五

公
安
委
員
会
は
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
関

第
百
八
条
の
三
の
五

（
新
設
）

し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
法
律
の
規
定

に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
つ
て
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ

さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
特

定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
危
険
行
為
」
と
い
う
。
）
を
反
復
し
て
し
た
者
が
、
更



に
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険

を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該

期
間
内
に
行
わ
れ
る
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
講
習
（
次
条
に

お
い
て
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
運
転
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ

き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
自
転
車
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基

公
安
委
員
会
は
、
自
転
車
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基

づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
で
あ

づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
で
あ

つ
て
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
政

つ
て
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
自
転
車
危
険
行
為
」
と
い
う
。
）
を
反
復

令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
危
険
行
為
」
と
い
う
。
）
を
反
復
し
て
し

し
て
し
た
者
が
、
更
に
自
転
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険

た
者
が
、
更
に
自
転
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ

を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該

、
そ
の
者
に
対
し
、
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
期
間
内

期
間
内
に
行
わ
れ
る
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
講
習
（
次
条
に

に
行
わ
れ
る
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
講
習
（
次
条
に
お
い
て

お
い
て
「
自
転
車
運
転
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と

「
自
転
車
運
転
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

が
で
き
る
。

る
。

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
運
転
者
講
習
等
の
受
講
命
令
等
の
報
告
）

（
自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
命
令
等
の
報
告
）

第
百
八
条
の
三
の
六

公
安
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
、

第
百
八
条
の
三
の
六

公
安
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
又

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
が
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
危
険
行
為

は
自
転
車
の
運
転
者
が
危
険
行
為
を
し
た
と
き
若
し
く
は
自
転
車
運
転
者
講
習
を

を
し
た
と
き
若
し
く
は
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
運
転
者
講
習
を
受
け
た
と
き

受
け
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
国
家
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け

又
は
自
転
車
の
運
転
者
が
自
転
車
危
険
行
為
を
し
た
と
き
若
し
く
は
自
転
車
運
転

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
自
転
車
運
転
者

者
講
習
を
受
け
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
国
家
公
安
委
員
会
に
報

講
習
に
関
す
る
事
務
の
適
正
を
図
る
た
め
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を
各
公
安
委



告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
特
定

員
会
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

小
型
原
動
機
付
自
転
車
運
転
者
講
習
及
び
自
転
車
運
転
者
講
習
に
関
す
る
事
務
の

適
正
を
図
る
た
め
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を
各
公
安
委
員
会
に
通
報
す
る
も
の

と
す
る
。

（
民
間
の
組
織
活
動
等
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
）

（
民
間
の
組
織
活
動
等
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
百
八
条
の
二
十
六

公
安
委
員
会
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資

第
百
八
条
の
二
十
六

公
安
委
員
会
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資

す
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
活
動
で
民
間
の
自
主
的
な
組
織
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る

す
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
活
動
で
民
間
の
自
主
的
な
組
織
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
の
促
進
を
図
る
た
め
、
関
係
す
る
機
関
及
び
団
体
の
活
動
と
の
調
和
及
び
連

も
の
の
促
進
を
図
る
た
め
、
関
係
す
る
機
関
及
び
団
体
の
活
動
と
の
調
和
及
び
連

携
を
図
り
つ
つ
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

携
を
図
り
つ
つ
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

道
路
に
お
け
る
適
正
な
車
両
の
駐
車
又
は
道
路
の
使
用
に
つ
い
て
の
啓
発
活

四

道
路
に
お
け
る
適
正
な
車
両
の
駐
車
又
は
道
路
の
使
用
に
つ
い
て
の
啓
発
活

動
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
又
は
自
転
車
の
適
正
な
通
行
に
つ
い
て
の
啓

動
、
自
転
車
の
適
正
な
通
行
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
そ
の
他
道
路
に
お
け
る
交

発
活
動
そ
の
他
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資
す
る
た
め
の
啓
発
活

通
の
安
全
と
円
滑
に
資
す
る
た
め
の
啓
発
活
動

動
五

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
公
安
委
員
会
に
よ
る
交
通
安
全
教
育
）

（
交
通
安
全
教
育
）

第
百
八
条
の
二
十
七

（
略
）

第
百
八
条
の
二
十
七

（
略
）

（
交
通
安
全
教
育
指
針
及
び
交
通
の
方
法
に
関
す
る
教
則
の
作
成
）

（
交
通
安
全
教
育
指
針
及
び
交
通
の
方
法
に
関
す
る
教
則
の
作
成
）

第
百
八
条
の
二
十
八

国
家
公
安
委
員
会
は
、
道
路
を
通
行
す
る
者
に
対
す
る
交
通

第
百
八
条
の
二
十
八

国
家
公
安
委
員
会
は
、
道
路
を
通
行
す
る
者
に
対
す
る
交
通



安
全
教
育
を
行
う
者
（
公
安
委
員
会
を
除
く
。
）
が
効
果
的
か
つ
適
切
な
交
通
安

安
全
教
育
を
行
う
者
（
公
安
委
員
会
を
除
く
。
）
が
効
果
的
か
つ
適
切
な
交
通
安

全
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
及
び
公
安
委
員
会
が
行
う
前
条
の
交

全
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
及
び
公
安
委
員
会
が
行
う
前
条
の
交

通
安
全
教
育
の
基
準
と
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
交
通
安
全

通
安
全
教
育
の
基
準
と
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
交
通
安
全

教
育
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
交
通
安
全
教
育
指
針
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、

教
育
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
交
通
安
全
教
育
指
針
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、

こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
安
全
な
運
転
に
必
要
な
技
能
及
び
知
識
そ

一

自
動
車
等
の
安
全
な
運
転
に
必
要
な
技
能
及
び
知
識
そ
の
他
の
適
正
な
交
通

の
他
の
適
正
な
交
通
の
方
法
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
を
習
得
す
る
機
会
を
提

の
方
法
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
を
習
得
す
る
機
会
を
提
供
す
る
た
め
の
交
通

供
す
る
た
め
の
交
通
安
全
教
育
の
内
容
及
び
方
法

安
全
教
育
の
内
容
及
び
方
法

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

国
家
公
安
委
員
会
は
、
道
路
を
通
行
す
る
者
が
適
正
な
交
通
の
方
法
を
容
易
に

４

国
家
公
安
委
員
会
は
、
道
路
を
通
行
す
る
者
が
適
正
な
交
通
の
方
法
を
容
易
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る

教
則
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

教
則
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
の
構
造
そ
の
他
自
動
車
及
び
原
動

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
の
構
造
そ
の
他
自
動
車
等
の
運
転

機
付
自
転
車
の
運
転
に
必
要
な
知
識

に
必
要
な
知
識

（
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
）

（
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
）

第
百
八
条
の
二
十
九

（
略
）

第
百
八
条
の
二
十
九

（
略
）

２

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
。

２

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
又
は
自
転
車
の
適
正
な
通
行
の
方
法
に
つ
い
て

四

自
転
車
の
適
正
な
通
行
の
方
法
に
つ
い
て
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
運

住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
運
動
の
推
進

動
の
推
進

五

（
略
）

五

（
略
）



３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
販
売
者
等
に
よ
る
交
通
安
全
教
育
）

第
百
八
条
の
三
十
二
の
四

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
販
売
し
、
又
は
貸
し
渡

（
新
設
）

す
こ
と
を
業
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
購
入
者
又
は
利

用
者
に
対
し
、
交
通
安
全
教
育
指
針
に
従
つ
て
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
安

全
な
運
転
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
交
通
安
全
教
育
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
又
は
国
際
運
転
免
許
証
等
の
保
管
）

（
免
許
証
又
は
国
際
運
転
免
許
証
等
の
保
管
）

第
百
九
条

警
察
官
は
、
自
動
車
又
は
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
が
自
動
車

第
百
九
条

警
察
官
は
、
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
が
自
動
車
又
は

又
は
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
の
罰
則
に
触
れ
る
行
為
を

原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
の
罰
則
に
触
れ
る
行
為
を
し
た
と
認

し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
現
場
に
お
い
て
、
免
許
証
又
は
国
際
運
転
免
許
証

め
る
と
き
は
、
そ
の
現
場
に
お
い
て
、
免
許
証
又
は
国
際
運
転
免
許
証
等
の
提
出

等
の
提
出
を
求
め
こ
れ
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警

を
求
め
こ
れ
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
は
、

察
官
は
、
保
管
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
管
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
特
定
の
交
通
の
規
制
等
の
手
続
）

（
特
定
の
交
通
の
規
制
等
の
手
続
）

第
百
十
条
の
二

（
略
）

第
百
十
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

公
安
委
員
会
（
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
委
任
さ
れ
た
警
察
署
長

３

公
安
委
員
会
（
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
委
任
さ
れ
た
警
察
署
長

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
、
第
三
号
の
四
、
第
四
号
、
第
四
号
の
二
若
し
く
は

き
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
、
第
三
号
の
四
、
第
四
号
、
第
四
号
の
二
若
し
く
は

第
七
号
、
第
四
条
第
三
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第

第
七
号
、
第
四
条
第
三
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第



四
項
、
第
五
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二

四
項
、
第
五
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条

条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
五
項
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
六

、
第
三
十
四
条
第
五
項
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一

十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
三
条
の
七
第
二
項
の
道
路
標
識
等
（
第

号
又
は
第
六
十
三
条
の
七
第
二
項
の
道
路
標
識
等
（
第
十
七
条
第
六
項
の
道
路
標

十
七
条
第
六
項
の
道
路
標
識
等
に
あ
つ
て
は
内
閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め

識
等
に
あ
つ
て
は
内
閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
り
、
第
二
十

る
も
の
に
限
り
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
道
路
標
識
等
に
あ
つ
て
は
同
項
の
政
令

二
条
第
一
項
の
道
路
標
識
等
に
あ
つ
て
は
同
項
の
政
令
で
定
め
る
最
高
速
度
を
超

で
定
め
る
最
高
速
度
を
超
え
る
最
高
速
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に

え
る
最
高
速
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
交
通
の
規
制
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
規
制
の

交
通
の
規
制
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
規
制
の
適
用
さ
れ
る
道
路
（
第
二

適
用
さ
れ
る
道
路
（
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号

十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
道
路
標
識
等
以
外
の
道

の
道
路
標
識
等
以
外
の
道
路
標
識
等
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
道
路
法
に
よ
る

路
標
識
等
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
道
路
法
に
よ
る
道
路
に
限
る
。
）
の
管
理

道
路
に
限
る
。
）
の
管
理
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
一
項
の
道
路
標
識

八
条
第
一
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
る
交
通
の
規
制
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
緊
急

等
に
よ
る
交
通
の
規
制
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
や
む
を
得

を
要
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
、

と
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
事
後
に
お
い
て
、
速
や
か
に
当
該
交
通
の
規
制
に
係
る

事
後
に
お
い
て
、
速
や
か
に
当
該
交
通
の
規
制
に
係
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば

事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）

第
百
十
七
条
の
二
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の

第
百
十
七
条
の
二
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の

懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
六
十
四
条
（
無
免
許
運
転
等
の
禁
止
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（

二

第
六
十
四
条
（
無
免
許
運
転
等
の
禁
止
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（

当
該
違
反
に
よ
り
当
該
自
動
車
又
は
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
提
供
を
受
け
た

当
該
違
反
に
よ
り
当
該
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
の
提
供
を
受
け
た
者
が

者
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
自
動
車
又
は
一
般
原
動
機
付
自
転

同
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転

車
を
運
転
し
た
場
合
に
限
る
。
）

し
た
場
合
に
限
る
。
）

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）



２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は

第
百
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
六
十
四
条
の
二
（
十
六
歳
未
満
の
者
に
よ
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

（
新
設
）

の
運
転
等
の
禁
止
）
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
六
十
四
条
の
二
（
十
六
歳
未
満
の
者
に
よ
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

（
新
設
）

の
運
転
等
の
禁
止
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
当
該
違
反
に
よ
り
当
該

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
提
供
を
受
け
た
者
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
違

反
し
て
当
該
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
た
場
合
に
限
る
。
）

四
～
六

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
百
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は

第
百
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は

五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

第
九
十
一
条
（
免
許
の
条
件
）
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
二
（
申
請
に
よ

二
十

第
九
十
一
条
（
免
許
の
条
件
）
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
二
（
申
請
に
よ

る
免
許
の
条
件
の
付
与
等
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
付
し
、
若

る
免
許
の
条
件
の
付
与
等
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
付
し
、
若

し
く
は
変
更
し
た
条
件
に
違
反
し
、
又
は
第
百
七
条
の
四
（
臨
時
適
性
検
査
）

し
く
は
変
更
し
た
条
件
に
違
反
し
、
又
は
第
百
七
条
の
四
（
臨
時
適
性
検
査
）

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
違
反
し
て
自
動
車
又
は
一
般
原

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
違
反
し
て
自
動
車
又
は
原
動
機

動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
た
者

付
自
転
車
を
運
転
し
た
者

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



第
百
十
九
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
第
一
号
か
ら
第
四
号

第
百
十
九
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

）
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

）
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
七
十
一
条
の
四
（
大
型
自
動
二
輪
車
等
の
運
転
者
の
遵
守
事
項
）
第
四
項

五

第
七
十
一
条
の
四
（
大
型
自
動
二
輪
車
等
の
運
転
者
の
遵
守
事
項
）
第
三
項

か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
者

か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
者

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

処
す
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

十
七

第
百
八
条
の
三
の
五
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
運
転
者
講
習
等
の
受

十
七

第
百
八
条
の
三
の
五
（
自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
命
令
）
の
規
定
に
よ

講
命
令
）
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
者

る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
者

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
百
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
万
円
以
下
の
罰
金

第
百
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
万
円
以
下
の
罰
金

又
は
科
料
に
処
す
る
。

又
は
科
料
に
処
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

第
十
七
条
の
二
（
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
歩
道
通
行
）
第
二
項

八

第
十
七
条
の
二
（
軽
車
両
の
路
側
帯
通
行
）
第
二
項
、
第
十
九
条
（
軽
車
両

、
第
十
七
条
の
三
（
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
の
路
側
帯
通
行
）
第

の
並
進
の
禁
止
）
、
第
二
十
一
条
（
軌
道
敷
内
の
通
行
）
第
一
項
、
第
二
項
後

二
項
、
第
十
九
条
（
軽
車
両
の
並
進
の
禁
止
）
、
第
二
十
一
条
（
軌
道
敷
内
の

段
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
五
条
（
道
路
外
に
出
る
場
合
の
方
法
）
第
一
項

通
行
）
第
一
項
、
第
二
項
後
段
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
五
条
（
道
路
外
に

若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
（
左
折
又
は
右
折
）
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま

出
る
場
合
の
方
法
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
（
左
折
又
は
右

で
、
第
三
十
五
条
の
二
（
環
状
交
差
点
に
お
け
る
左
折
等
）
、
第
六
十
三
条
の

折
）
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
五
条
の
二
（
環
状
交
差
点
に
お
け
る

三
（
自
転
車
道
の
通
行
区
分
）
、
第
六
十
三
条
の
四
（
普
通
自
転
車
の
歩
道
通



左
折
等
）
、
第
六
十
三
条
の
三
（
自
転
車
道
の
通
行
区
分
）
、
第
六
十
三
条
の

行
）
第
二
項
又
は
第
七
十
五
条
の
七
（
本
線
車
道
の
出
入
の
方
法
）
の
規
定
の

四
（
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
）
第
二
項
又
は
第
七
十
五
条
の
七
（
本
線
車
道

違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者

の
出
入
の
方
法
）
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者

九
～
十
二

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
通
則
）

（
通
則
）

第
百
二
十
五
条

（
略
）

第
百
二
十
五
条

（
略
）

２

こ
の
章
に
お
い
て
「
反
則
者
」
と
は
、
反
則
行
為
を
し
た
者
で
あ
つ
て
、
次
の

２

こ
の
章
に
お
い
て
「
反
則
者
」
と
は
、
反
則
行
為
を
し
た
者
で
あ
つ
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
以
外
の
も
の
を
い
う
。

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
以
外
の
も
の
を
い
う
。

一

当
該
反
則
行
為
に
係
る
車
両
等
（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
除
く
。
）

一

当
該
反
則
行
為
に
係
る
車
両
等
に
関
し
法
令
の
規
定
に
よ
る
運
転
の
免
許
を

に
関
し
法
令
の
規
定
に
よ
る
運
転
の
免
許
を
受
け
て
い
な
い
者
（
法
令
の
規
定

受
け
て
い
な
い
者
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い

に
よ
り
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
含
み
、
第
百
七
条
の
二
の

る
者
を
含
み
、
第
百
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
国
際
運
転
免
許
証
等
で
当
該
車

規
定
に
よ
り
国
際
運
転
免
許
証
等
で
当
該
車
両
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

両
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
第

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）
、
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
反
則
行
為
に
係
る
自

り
当
該
反
則
行
為
に
係
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で

動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
又
は
第
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
当
該
反
則
行
為
に
係
る
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

別
表
第
二
（
第
百
二
十
五
条
、
第
百
三
十
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二
（
第
百
二
十
五
条
、
第
百
三
十
条
の
二
関
係
）

反
則
行
為
に
係
る
車
両
等

反
則
金
の
限

反
則
行
為
に
係
る
車
両
等

反
則
金
の
限

反
則
行
為
の
区
分

反
則
行
為
の
区
分



の
種
類

度
額

の
種
類

度
額

（
略
）

（
略
）

第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の

（
略
）

（
略
）

第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の

（
略
）

（
略
）

罪
に
当
た
る
行
為

（
略
）

（
略
）

罪
に
当
た
る
行
為

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

（
略
）

（
略
）



道
路
交
通
法
施
行
令
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・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）
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○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
免
許
（
第
三
十
二
条

第
六
章

自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
免
許
（
第
三
十
二
条
の
二

の
二
―
第
四
十
条
の
三
）

―
第
四
十
条
の
三
）

第
七
章
・
第
八
章

（
略
）

第
七
章
・
第
八
章

（
略
）

附
則

附
則

（
公
安
委
員
会
の
交
通
規
制
）

（
公
安
委
員
会
の
交
通
規
制
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
行
う
交
通
の
規
制
の
う

５

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
行
う
交
通
の
規
制
の
う

ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
道
路
標
識
又
は
道
路
標
示
（
以
下
「
道
路
標
識
等

ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
道
路
標
識
又
は
道
路
標
示
（
以
下
「
道
路
標
識
等

」
と
い
う
。
）
に
よ
る
交
通
の
規
制
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事

」
と
い
う
。
）
に
よ
る
交
通
の
規
制
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事

由
が
あ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

由
が
あ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
道
路
標
識
等

歩
道
及
び
交
通
の
状
況
に

（
新
設
）

よ
り
支
障
が
な
い
こ
と
。

二

法
第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
道
路
標
識
等

交
通
の
頻
繁
な
道
路

一

法
第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
道
路
標
識
等

交
通
の
ひ
ん
ぱ
ん
な

に
お
け
る
車
両
の
通
行
の
円
滑
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
こ
と
。

道
路
に
お
け
る
車
両
の
通
行
の
円
滑
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
こ
と

。

三
～
五

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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（
信
号
の
意
味
等
）

（
信
号
の
意
味
等
）

第
二
条

法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
信
号
機
の
表
示
す
る
信
号
の
種
類
及

第
二
条

法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
信
号
機
の
表
示
す
る
信
号
の
種
類
及

び
意
味
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
信
号

び
意
味
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
信
号

の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
信
号
を
表
示
す
る
信
号
機
に

の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
信
号
を
表
示
す
る
信
号
機
に

対
面
す
る
交
通
に
つ
い
て
表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

対
面
す
る
交
通
に
つ
い
て
表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

信
号
の
種
類

信

号

の

意

味

信
号
の
種
類

信

号

の

意

味

青
色
の
灯
火

一

（
略
）

青
色
の
灯
火

一

（
略
）

二

自
動
車
、
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
八
条

二

自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
（
右
折
に
つ
き
原
動

第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う

機
付
自
転
車
が
法
第
三
十
四
条
第
五
項
本
文
の
規
定

。
以
下
同
じ
。
）
（
右
折
に
つ
き
一
般
原
動
機
付
自

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
交
差
点
を
通
行
す
る
原
動
機

転
車
が
法
第
三
十
四
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る

付
自
転
車
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
多
通
行
帯
道

こ
と
と
さ
れ
る
交
差
点
を
通
行
す
る
一
般
原
動
機
付

路
等
通
行
原
動
機
付
自
転
車
」
と
い
う
。
）
を
除
く

自
転
車
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
多
通
行
帯
道
路

。
）
、
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
及
び
路
面
電
車
は
、
直
進
し

等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
」
と
い
う
。
）
を
除

、
左
折
し
、
又
は
右
折
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

く
。
）
、
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
及
び
路
面
電
車
は
、
直
進

し
、
左
折
し
、
又
は
右
折
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。
三

多
通
行
帯
道
路
等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
、

三

多
通
行
帯
道
路
等
通
行
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
七
条
第
三
項

車
両
は
、
直
進
（
右
折
し
よ
う
と
し
て
右
折
す
る
地

に
規
定
す
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。

点
ま
で
直
進
し
、
そ
の
地
点
に
お
い
て
右
折
す
る
こ

以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い

と
を
含
む
。
青
色
の
灯
火
の
矢
印
の
項
を
除
き
、
以

て
同
じ
。
）
及
び
軽
車
両
は
、
直
進
（
右
折
し
よ
う

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
、
又
は
左
折
す

と
し
て
右
折
す
る
地
点
ま
で
直
進
し
、
そ
の
地
点
に

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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お
い
て
右
折
す
る
こ
と
を
含
む
。
青
色
の
灯
火
の
矢

印
の
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
、
又
は
左
折
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

赤
色
の
灯
火

一
～
三

（
略
）

赤
色
の
灯
火

一
～
三

（
略
）

四

交
差
点
に
お
い
て
既
に
右
折
し
て
い
る
車
両
等
（

四

交
差
点
に
お
い
て
既
に
右
折
し
て
い
る
車
両
等
（

多
通
行
帯
道
路
等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
、
特

多
通
行
帯
道
路
等
通
行
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車

定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
を
除
く
。
）

両
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
ま
ま
進
行
す
る
こ
と
が
で

は
、
そ
の
ま
ま
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
こ

き
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
等
は

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
等
は
、
青
色
の
灯
火

、
青
色
の
灯
火
に
よ
り
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

に
よ
り
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

と
と
さ
れ
て
い
る
車
両
等
の
進
行
妨
害
を
し
て
は
な

る
車
両
等
の
進
行
妨
害
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

五

交
差
点
に
お
い
て
既
に
右
折
し
て
い
る
多
通
行
帯

五

交
差
点
に
お
い
て
既
に
右
折
し
て
い
る
多
通
行
帯

道
路
等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
、
特
定
小
型
原

道
路
等
通
行
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
は
、
そ

動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
は
、
そ
の
右
折
し
て
い

の
右
折
し
て
い
る
地
点
に
お
い
て
停
止
し
な
け
れ
ば

る
地
点
に
お
い
て
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

な
ら
な
い
こ
と
。

。

人
の
形
の
記

一

（
略
）

人
の
形
の
記

一

（
略
）

号
を
有
す
る

二

特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
法
第
十
七
条

号
を
有
す
る

二

普
通
自
転
車
（
法
第
六
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る

青
色
の
灯
火

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付

青
色
の
灯
火

普
通
自
転
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
六

自
転
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
横
断
歩
道
に
お

及
び
普
通
自
転
車
（
法
第
六
十
三
条
の
三
に
規
定
す

い
て
直
進
を
し
、
又
は
左
折
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

る
普
通
自
転
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

と
。

六
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
横
断
歩
道
に
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お
い
て
直
進
を
し
、
又
は
左
折
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

人
の
形
の
記

一

（
略
）

人
の
形
の
記

一

（
略
）

号
を
有
す
る

二

横
断
歩
道
を
進
行
し
よ
う
と
す
る
特
例
特
定
小
型

号
を
有
す
る

二

横
断
歩
道
を
進
行
し
よ
う
と
す
る
普
通
自
転
車
は

青
色
の
灯
火

原
動
機
付
自
転
車
及
び
普
通
自
転
車
は
、
道
路
の
横

青
色
の
灯
火

、
道
路
の
横
断
を
始
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

の
点
滅

断
を
始
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

の
点
滅

人
の
形
の
記

一

（
略
）

人
の
形
の
記

一

（
略
）

号
を
有
す
る

二

横
断
歩
道
を
進
行
し
よ
う
と
す
る
特
例
特
定
小
型

号
を
有
す
る

二

横
断
歩
道
を
進
行
し
よ
う
と
す
る
普
通
自
転
車
は

赤
色
の
灯
火

原
動
機
付
自
転
車
及
び
普
通
自
転
車
は
、
道
路
の
横

赤
色
の
灯
火

、
道
路
の
横
断
を
始
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

断
を
始
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

青
色
の
灯
火

車
両
は
、
黄
色
の
灯
火
又
は
赤
色
の
灯
火
の
信
号
に
か

青
色
の
灯
火

車
両
は
、
黄
色
の
灯
火
又
は
赤
色
の
灯
火
の
信
号
に
か

の
矢
印

か
わ
ら
ず
、
矢
印
の
方
向
に
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
矢
印

か
わ
ら
ず
、
矢
印
の
方
向
に
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
交
差
点
に
お
い
て
右
折

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
交
差
点
に
お
い
て
右
折

す
る
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
、

す
る
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
は
、
直
進
す

車
両
は
、
直
進
す
る
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
原
動
機
付

る
多
通
行
帯
道
路
等
通
行
一
般
原
動
機
付
自
転
車
、
特

自
転
車
及
び
軽
車
両
と
み
な
す
。

定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
車
両
と
み
な
す
。

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

公
安
委
員
会
が
、
人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
青
色
の
灯
火
、
人
の
形
の
記

４

公
安
委
員
会
が
、
人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
青
色
の
灯
火
、
人
の
形
の
記

号
を
有
す
る
青
色
の
灯
火
の
点
滅
又
は
人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
赤
色
の
灯

号
を
有
す
る
青
色
の
灯
火
の
点
滅
又
は
人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
赤
色
の
灯

火
の
信
号
を
表
示
す
る
信
号
機
に
つ
い
て
、
当
該
信
号
機
の
信
号
が
歩
行
者

火
の
信
号
を
表
示
す
る
信
号
機
に
つ
い
て
、
当
該
信
号
機
の
信
号
が
歩
行
者

等
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
転
車
に
対
し
て
意
味
を
表
示
す
る

等
及
び
自
転
車
に
対
し
て
意
味
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
内
閣
府
令
で
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も
の
で
あ
る
旨
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
し
た
場
合
に
お

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
信
号
の
意
味
は
、
次

け
る
当
該
信
号
の
意
味
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
信
号
の
種
類
に
応
じ

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
信
号
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

信
号
の
種
類

信

号

の

意

味

信
号
の
種
類

信

号

の

意

味

人
の
形
の
記

一

（
略
）

人
の
形
の
記

一

（
略
）

号
を
有
す
る

二

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
転
車
は
、
直

号
を
有
す
る

二

自
転
車
は
、
直
進
を
し
、
又
は
左
折
す
る
こ
と
が

青
色
の
灯
火

進
を
し
、
又
は
左
折
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

青
色
の
灯
火

で
き
る
こ
と
。

人
の
形
の
記

一

（
略
）

人
の
形
の
記

一

（
略
）

号
を
有
す
る

二

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
転
車
は
、
道

号
を
有
す
る

二

自
転
車
は
、
道
路
の
横
断
を
始
め
て
は
な
ら
ず
、

青
色
の
灯
火

路
の
横
断
を
始
め
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
信
号

青
色
の
灯
火

ま
た
、
当
該
信
号
が
表
示
さ
れ
た
時
に
お
い
て
停
止

の
点
滅

が
表
示
さ
れ
た
時
に
お
い
て
停
止
位
置
に
近
接
し
て

の
点
滅

位
置
に
近
接
し
て
い
る
た
め
安
全
に
停
止
す
る
こ
と

い
る
た
め
安
全
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

が
で
き
な
い
場
合
を
除
き
、
停
止
位
置
を
越
え
て
進

を
除
き
、
停
止
位
置
を
越
え
て
進
行
し
て
は
な
ら
な

行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

い
こ
と
。

人
の
形
の
記

一

（
略
）

人
の
形
の
記

一

（
略
）

号
を
有
す
る

二

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
転
車
は
、
道

号
を
有
す
る

二

自
転
車
は
、
道
路
の
横
断
を
始
め
、
又
は
停
止
位

赤
色
の
灯
火

路
の
横
断
を
始
め
、
又
は
停
止
位
置
を
越
え
て
進
行

赤
色
の
灯
火

置
を
越
え
て
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三

交
差
点
に
お
い
て
既
に
左
折
し
て
い
る
特
定
小
型

三

交
差
点
に
お
い
て
既
に
左
折
し
て
い
る
自
転
車
は

原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
転
車
は
、
そ
の
ま
ま
進
行

、
そ
の
ま
ま
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

交
差
点
に
お
い
て
既
に
右
折
し
て
い
る
特
定
小
型

四

交
差
点
に
お
い
て
既
に
右
折
し
て
い
る
自
転
車
は

原
動
機
付
自
転
車
及
び
自
転
車
は
、
そ
の
右
折
し
て

、
そ
の
右
折
し
て
い
る
地
点
に
お
い
て
停
止
し
な
け

い
る
地
点
に
お
い
て
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
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と
。

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
運
転
者
以
外
の
者
を
乗
車
さ
せ
て
大
型
自
動
二
輪
車
等
を
運
転
す
る
こ
と

（
運
転
者
以
外
の
者
を
乗
車
さ
せ
て
大
型
自
動
二
輪
車
等
を
運
転
す
る
こ
と

が
で
き
る
者
）

が
で
き
る
者
）

第
二
十
六
条
の
三
の
三

法
第
七
十
一
条
の
四
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は

第
二
十
六
条
の
三
の
三

法
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は

、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

法
第
七
十
一
条
の
四
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

２

法
第
七
十
一
条
の
四
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
一
条
の
四
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に

３

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
一
条
の
四
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
の
規
定
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
次
項

で
の
規
定
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
次
項

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
次
項
各
号

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
次
項
各
号

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
一
条
の
四
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に

４

第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
一
条
の
四
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
各
号
中
「
三
年
」
と
あ

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
各
号
中
「
三
年
」
と
あ

る
の
は
、
「
一
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
、
「
一
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
の
使
用
の
制
限
の
基
準
）

（
自
動
車
の
使
用
の
制
限
の
基
準
）

第
二
十
六
条
の
六

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に

第
二
十
六
条
の
六

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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一

自
動
車
（
法
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
重
被
牽
引
車
（
以

一

自
動
車
（
法
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
重
被
牽
引
車
（
以

け
ん

け
ん

下
「
重
被
牽
引
車
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

下
「
重
被
牽
引
車
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

け
ん

け
ん

い
て
同
じ
。
）
の
使
用
者
（
安
全
運
転
管
理
者
、
副
安
全
運
転
管
理
者
そ

い
て
同
じ
。
）
の
使
用
者
（
安
全
運
転
管
理
者
、
副
安
全
運
転
管
理
者
そ

の
他
自
動
車
の
運
行
を
直
接
管
理
す
る
地
位
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
他
自
動
車
の
運
行
を
直
接
管
理
す
る
地
位
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

の
条
に
お
い
て
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

違
反
行
為
を
し
、
当
該
違
反
行
為
に
よ
り
自
動
車
の
運
転
者
が
同
表
の
下

違
反
行
為
を
し
、
当
該
違
反
行
為
に
よ
り
自
動
車
の
運
転
者
が
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期

欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期

間
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
自
動
車
を
運
転
し
、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な

間
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
自
動
車
を
運
転
し
、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
旨
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

ら
な
い
旨
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

自
動
車
の
使
用
者
等
の
違
反
行

自
動
車
の
運
転
者
の
違
反
行
為

自
動
車
の
使
用
者
等
の
違
反
行

自
動
車
の
運
転
者
の
違
反
行
為

為

為

（
略
）

（
略
）

法
第
百
十
八
条
第
二
項
第
三
号

法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の

法
第
百
十
八
条
第
二
項
第
三
号

法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の

（
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
五

違
反
行
為

（
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
五

違
反
行
為

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

違
反
行
為

違
反
行
為

二

（
略
）

二

（
略
）

第
六
章

自
動
車
及
び
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
免
許

第
六
章

自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
免
許

第
三
十
三
条
の
二

法
第
九
十
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ

第
三
十
三
条
の
二

法
第
九
十
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

運
転
免
許
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
（
他
免

一

運
転
免
許
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
（
他
免
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許
等
既
得
者
（
当
該
試
験
に
係
る
免
許
以
外
の
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る

許
等
既
得
者
（
当
該
試
験
に
係
る
免
許
以
外
の
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る

者
及
び
国
際
運
転
免
許
証
等
を
現
に
所
持
し
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

者
及
び
国
際
運
転
免
許
証
等
を
現
に
所
持
し
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
次
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
お
い
て
同

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
次
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
一
般
違
反
行
為
（
自
動
車
又
は
一
般
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下

じ
。
）
が
一
般
違
反
行
為
（
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
自

「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
運
転
に
関
し
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命

動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
運
転
に
関
し
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
の

令
の
規
定
又
は
法
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
で
別
表
第
二

規
定
又
は
法
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
で
別
表
第
二
の
一

の
一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
者
で

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
者
で
、
次

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
（
次
号
に
該
当
す
る
場

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を

合
を
除
く
。
）
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

除
く
。
）
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
大
型
免
許
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な

（
大
型
免
許
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な

い
者
）

い
者
）

第
三
十
三
条
の
五
の
三

（
略
）

第
三
十
三
条
の
五
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い

３

法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い

も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

と
す
る
。

と
す
る
。

一

特
定
失
効
者
又
は
特
定
取
消
処
分
者
で
、
一
般
原
動
機
付
自
転
車
を
運

一

特
定
失
効
者
又
は
特
定
取
消
処
分
者
で
、
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す

転
す
る
こ
と
が
で
き
る
免
許
を
受
け
て
い
た
も
の

る
こ
と
が
で
き
る
免
許
を
受
け
て
い
た
も
の

二

原
動
機
付
自
転
車
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
一
般
原
動
機
付

二

原
動
機
付
自
転
車
免
許
を
申
請
し
た
日
前
六
月
以
内
に
原
動
機
付
自
転

自
転
車
に
相
当
す
る
種
類
の
車
両
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等

車
に
相
当
す
る
種
類
の
車
両
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
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の
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の

許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許

免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が

を
受
け
て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
が
通
算

通
算
し
て
三
月
以
上
の
も
の

し
て
三
月
以
上
の
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
仮
運
転
免
許
の
取
消
し
の
基
準
）

（
仮
運
転
免
許
の
取
消
し
の
基
準
）

第
三
十
九
条
の
三

法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
三
十
九
条
の
三

法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

仮
運
転
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

三

仮
運
転
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

、
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
、
法

、
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
、
法

第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第

第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第

八
号
、
法
第
百
十
七
条
の
三
、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
若
し

八
号
、
法
第
百
十
七
条
の
三
、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
若
し

く
は
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
（
法
第
八
十
五
条
第
六
項

く
は
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
（
法
第
八
十
五
条
第
六
項

か
ら
第
十
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
六
号
若
し
く
は

か
ら
第
十
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
四
号
若
し
く
は

第
二
項
第
一
号
に
係
る
違
反
行
為
（
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
係

第
二
項
第
一
号
に
係
る
違
反
行
為
（
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
係

る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る

る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る

速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速
度
を
三
十
キ

速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速
度
を
三
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
毎
時
）
以
上
超
え
る
速
度
で
運
転
す
る
行
為
に
、
法
第
百
十
八
条
第
二

ル
毎
時
）
以
上
超
え
る
速
度
で
運
転
す
る
行
為
に
、
法
第
百
十
八
条
第
二

項
第
一
号
に
係
る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
車
両
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条

項
第
一
号
に
係
る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
車
両
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
載
物
の
重
量
の
制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
数
値

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
載
物
の
重
量
の
制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
数
値

の
二
倍
以
上
の
重
量
の
積
載
を
し
て
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
、
準
中

の
二
倍
以
上
の
重
量
の
積
載
を
し
て
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
、
準
中
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型
自
動
車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為
に
限
る
。
）
又
は
道

型
自
動
車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為
に
限
る
。
）
又
は
道

路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法

路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法

（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を

（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を

し
た
と
き
。

し
た
と
き
。

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
危
険
行
為
等
）

（
危
険
行
為
）

第
四
十
一
条
の
三

法
第
百
八
条
の
三
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は

第
四
十
一
条
の
三

（
新
設
）

、
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
関
し
行
わ
れ
た
次
に
掲
げ
る
行
為

と
す
る
。

一

法
第
七
条
（
信
号
機
の
信
号
等
に
従
う
義
務
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行

為
二

法
第
八
条
（
通
行
の
禁
止
等
）
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

三

法
第
九
条
（
歩
行
者
用
道
路
を
通
行
す
る
車
両
の
義
務
）
の
規
定
に
違

反
す
る
行
為

四

法
第
十
七
条
（
通
行
区
分
）
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に

違
反
す
る
行
為

五

法
第
十
七
条
の
二
（
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
歩
道
通
行
）

第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

六

法
第
十
七
条
の
三
（
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
の
路
側
帯
通

行
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

七

法
第
三
十
三
条
（
踏
切
の
通
過
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

八

法
第
三
十
六
条
（
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
の
規
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定
に
違
反
す
る
行
為

九

法
第
三
十
七
条
（
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
の
規

定
に
違
反
す
る
行
為

十

法
第
三
十
七
条
の
二
（
環
状
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係

等
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十
一

法
第
四
十
三
条
（
指
定
場
所
に
お
け
る
一
時
停
止
）
の
規
定
に
違
反

す
る
行
為

十
二

法
第
六
十
二
条
（
整
備
不
良
車
両
の
運
転
の
禁
止
）
の
規
定
に
違
反

す
る
行
為

十
三

法
第
六
十
五
条
（
酒
気
帯
び
運
転
等
の
禁
止
）
第
一
項
の
規
定
に
違

反
す
る
行
為

十
四

法
第
六
十
八
条
（
共
同
危
険
行
為
等
の
禁
止
）
の
規
定
に
違
反
す
る

行
為

十
五

法
第
七
十
条
（
安
全
運
転
の
義
務
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十
六

法
第
七
十
一
条
（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）
第
五
号
の
五
の
規
定
に
違

反
す
る
行
為
（
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

又
は

に
規
定
す
る
行
為
に

16

23

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十
七

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
又
は
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二

第
一
項
第
八
号
の
罪
に
当
た
る
行
為

２

法
第
百
八
条
の
三
の
五
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
自
転
車
の
運

法
第
百
八
条
の
三
の
五
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
自
転
車
の
運
転
に
関

転
に
関
し
行
わ
れ
た
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

し
行
わ
れ
た
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
第
十
七
条
の
三
（
特
例
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
等
の
路
側
帯
通

五

法
第
十
七
条
の
二
（
軽
車
両
の
路
側
帯
通
行
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反

行
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

す
る
行
為



- 12 -

六
～
十
五

（
略
）

六
～
十
五

（
略
）

（
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
額
）

（
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
額
）

第
四
十
三
条

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の

第
四
十
三
条

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の

第
一
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
定
め

第
一
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
定
め

る
区
分
と
し
、
同
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令

る
区
分
と
し
、
同
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令

で
定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る

で
定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る

額
と
し
、
同
項
の
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、

額
と
し
、
同
項
の
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、

当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

手
数
料
の

区

分

物
件
費
及
び
施
設

人
件
費
に
対
応
す
る

手
数
料
の

区

分

物
件
費
及
び
施
設

人
件
費
に
対
応
す
る

種
別

費
に
対
応
す
る
額

額

種
別

費
に
対
応
す
る
額

額

（
略
）

（
略
）

講
習
手
数

（
略
）

講
習
手
数

（
略
）

料

法
第
百
八
条
の

（
略
）

（
略
）

料

法
第
百
八
条
の

（
略
）

（
略
）

二
第
一
項
第
十

二
第
一
項
第
十

五
号
又
は
第
十

五
号
に
掲
げ
る

六
号
に
掲
げ
る

講
習

講
習

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
二
の
三

別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
二
の
三

、
第
三
十
四
条
の
三
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
三
十
七
条
の

、
第
三
十
四
条
の
三
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
三
十
七
条
の
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八
、
第
三
十
七
条
の
十
、
第
三
十
九
条
の
二
の
二
、
第
四
十
一
条
の
三
関
係

八
、
第
三
十
七
条
の
十
、
第
三
十
九
条
の
二
の
二
関
係
）

）一

一
般
違
反
行
為
に
付
す
る
基
礎
点
数

一

一
般
違
反
行
為
に
付
す
る
基
礎
点
数

一

般

違

反

行

為

の

種

別

点

数

一

般

違

反

行

為

の

種

別

点

数

（
略
）

（
略
）

混
雑
緩
和
措
置
命
令
違
反
、
通
行
許
可
条
件
違
反
、
通
行

一
点

混
雑
緩
和
措
置
命
令
違
反
、
通
行
許
可
条
件
違
反
、
通
行

一
点

帯
違
反
、
路
線
バ
ス
等
優
先
通
行
帯
違
反
、
軌
道
敷
内
違

帯
違
反
、
路
線
バ
ス
等
優
先
通
行
帯
違
反
、
軌
道
敷
内
違

反
、
速
度
超
過
（
二
十
未
満
）
、
道
路
外
出
右
左
折
方
法

反
、
速
度
超
過
（
二
十
未
満
）
、
道
路
外
出
右
左
折
方
法

違
反
、
道
路
外
出
右
左
折
合
図
車
妨
害
、
指
定
横
断
等
禁

違
反
、
道
路
外
出
右
左
折
合
図
車
妨
害
、
指
定
横
断
等
禁

止
違
反
、
車
間
距
離
不
保
持
、
進
路
変
更
禁
止
違
反
、
追

止
違
反
、
車
間
距
離
不
保
持
、
進
路
変
更
禁
止
違
反
、
追

い
付
か
れ
た
車
両
の
義
務
違
反
、
乗
合
自
動
車
発
進
妨
害

い
付
か
れ
た
車
両
の
義
務
違
反
、
乗
合
自
動
車
発
進
妨
害

、
割
込
み
等
、
自
動
車
等
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
、
交

、
割
込
み
等
、
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
、
交
差
点
右
左

差
点
右
左
折
等
合
図
車
妨
害
、
指
定
通
行
区
分
違
反
、
環

折
等
合
図
車
妨
害
、
指
定
通
行
区
分
違
反
、
環
状
交
差
点

状
交
差
点
左
折
等
方
法
違
反
、
交
差
点
優
先
車
妨
害
、
緊

左
折
等
方
法
違
反
、
交
差
点
優
先
車
妨
害
、
緊
急
車
妨
害

急
車
妨
害
等
、
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
、
交

等
、
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
、
交
差
点
等
進

差
点
等
進
入
禁
止
違
反
、
無
灯
火
、
減
光
等
義
務
違
反
、

入
禁
止
違
反
、
無
灯
火
、
減
光
等
義
務
違
反
、
合
図
不
履

合
図
不
履
行
、
合
図
制
限
違
反
、
警
音
器
吹
鳴
義
務
違
反

行
、
合
図
制
限
違
反
、
警
音
器
吹
鳴
義
務
違
反
、
乗
車
積

、
乗
車
積
載
方
法
違
反
、
定
員
外
乗
車
、
積
載
物
重
量
制

載
方
法
違
反
、
定
員
外
乗
車
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（

限
超
過
（
普
通
等
五
割
未
満
）
、
積
載
物
大
き
さ
制
限
超

普
通
等
五
割
未
満
）
、
積
載
物
大
き
さ
制
限
超
過
、
積
載

過
、
積
載
方
法
制
限
超
過
、
制
限
外
許
可
条
件
違
反
、
牽

方
法
制
限
超
過
、
制
限
外
許
可
条
件
違
反
、
牽
引
違
反
、

け
ん

け
ん

引
違
反
、
原
付
牽
引
違
反
、
整
備
不
良
（
尾
灯
等
）
、
転

原
付
牽
引
違
反
、
整
備
不
良
（
尾
灯
等
）
、
転
落
等
防
止

け
ん

け
ん

落
等
防
止
措
置
義
務
違
反
、
転
落
積
載
物
等
危
険
防
止
措

措
置
義
務
違
反
、
転
落
積
載
物
等
危
険
防
止
措
置
義
務
違

置
義
務
違
反
、
安
全
不
確
認
ド
ア
開
放
等
、
停
止
措
置
義

反
、
安
全
不
確
認
ド
ア
開
放
等
、
停
止
措
置
義
務
違
反
、

務
違
反
、
初
心
運
転
者
等
保
護
義
務
違
反
、
座
席
ベ
ル
ト

初
心
運
転
者
等
保
護
義
務
違
反
、
座
席
ベ
ル
ト
装
着
義
務
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装
着
義
務
違
反
、
幼
児
用
補
助
装
置
使
用
義
務
違
反
、
乗

違
反
、
幼
児
用
補
助
装
置
使
用
義
務
違
反
、
乗
車
用
ヘ
ル

車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
義
務
違
反
、
初
心
運
転
者
標
識
表

メ
ッ
ト
着
用
義
務
違
反
、
初
心
運
転
者
標
識
表
示
義
務
違

示
義
務
違
反
、
聴
覚
障
害
者
標
識
表
示
義
務
違
反
、
最
低

反
、
聴
覚
障
害
者
標
識
表
示
義
務
違
反
、
最
低
速
度
違
反

速
度
違
反
、
本
線
車
道
通
行
車
妨
害
、
本
線
車
道
緊
急
車

、
本
線
車
道
通
行
車
妨
害
、
本
線
車
道
緊
急
車
妨
害
、
本

妨
害
、
本
線
車
道
出
入
方
法
違
反
、
牽
引
自
動
車
本
線
車

線
車
道
出
入
方
法
違
反
、
牽
引
自
動
車
本
線
車
道
通
行
帯

け
ん

け
ん

道
通
行
帯
違
反
、
故
障
車
両
表
示
義
務
違
反
又
は
仮
免
許

違
反
、
故
障
車
両
表
示
義
務
違
反
又
は
仮
免
許
練
習
標
識

練
習
標
識
表
示
義
務
違
反

表
示
義
務
違
反

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
の
表
及
び
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ

二

一
の
表
及
び
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

57

57

「
大
型
自
動
二
輪
車
等
乗
車
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条

「
大
型
自
動
二
輪
車
等
乗
車
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条

58

58

の
四
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

の
四
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

～

（
略
）

～

（
略
）

59

79

59

79

「
自
動
車
等
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
三
十
四
条

「
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
、

80

80

第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ

第
二
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為

う
な
行
為
を
い
う
。

を
い
う
。

～

（
略
）

～

（
略
）

81

132

81

132

別
表
第
六
（
第
四
十
五
条
関
係
）

別
表
第
六
（
第
四
十
五
条
関
係
）

反

則

行

為

の

種

別

反

則

行

為

の

種

別

反

則

行

為

の

種

類

車
両
等
の

反
則
金
の
額

反

則

行

為

の

種

類

車
両
等
の

反
則
金
の
額
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種
類

種
類

（
略
）

（
略
）

十
九

通
行
許
可
条
件
違
反
、
歩
道
徐
行

大
型
車

六
千
円

十
九

通
行
許
可
条
件
違
反
、
軌
道
敷
内

大
型
車

六
千
円

等
義
務
違
反
、
路
側
帯
進
行
方
法
違
反

普
通
車
又

四
千
円

違
反
、
道
路
外
出
右
左
折
方
法
違
反
、

普
通
車
又

四
千
円

、
軌
道
敷
内
違
反
、
道
路
外
出
右
左
折

は
二
輪
車

交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
、
環
状
交
差

は
二
輪
車

方
法
違
反
、
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反

原
付
車

三
千
円

点
左
折
等
方
法
違
反
、
制
限
外
許
可
条

原
付
車

三
千
円

、
環
状
交
差
点
左
折
等
方
法
違
反
、
制

件
違
反
、
原
付
牽
引
違
反
、
運
行
記
録

け
ん

限
外
許
可
条
件
違
反
、
原
付
牽
引
違
反

計
不
備
、
初
心
運
転
者
標
識
表
示
義
務

け
ん

、
運
行
記
録
計
不
備
、
初
心
運
転
者
標

違
反
、
聴
覚
障
害
者
標
識
表
示
義
務
違

識
表
示
義
務
違
反
、
聴
覚
障
害
者
標
識

反
又
は
本
線
車
道
出
入
方
法
違
反

表
示
義
務
違
反
又
は
本
線
車
道
出
入
方

法
違
反

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

こ
の
表
の
反
則
行
為
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ

二

こ
の
表
の
反
則
行
為
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ

ぞ
れ
別
表
第
二
の
備
考
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定

ぞ
れ
別
表
第
二
の
備
考
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

19

19

「
歩
道
徐
行
等
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の

（
新
設
）

20
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

「
路
側
帯
進
行
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の

（
新
設
）

21
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

「
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
か

（
新
設
）

22
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ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

～

（
略
）

～

（
略
）

23

25

20

22

三

（
略
）

三

（
略
）
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